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愛知地方最低賃金審議会 
愛知県輸送用機械器具製造業 
最低賃金専門部会運営規程 

 
 
（目的） 
第１条 愛知地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）に設置する愛知県輸

送用機械器具製造業最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）の議事運営
は、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４
年政令第１６３号）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

（構成） 
第２条 専門部会の委員の数は、9人とする。 
（会議の招集） 
第３条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたとき

のほか、愛知労働局長（以下「局長」という。）、３人以上の委員から開催の請
求があったとき、部会長が招集する。 

２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付
議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通知し
なければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少
なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、局
長に通知するものとする。 

（委員の欠席） 
第４条 部会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の

送受信により、相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステ
ムをいう。次項においても同じ。）を利用する方法によって、会議に出席するこ
とができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議の出席は、最低賃金審議会令第
６条第６項により準用する同令 第５条第２項及び第３項に規定する会議への出
席に含めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を部会
長に通知しなければならない。 

４ 委員は、旅行その他の事由によって長期不在となるときは、あらかじめ部会長
に通知しなければならない。 

（会議の議事） 
第５条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 
２ 委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けるものと

する。 
３ 専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意

見を聴くことができる。 

（案） 
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（会議の公開） 
第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報

の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に
侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性
が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とすること
ができる。 

２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な
措置をとることができる。 

（議事録及び議事要旨） 
第７条 会議の議事については、議事録を作成するものとする。 
２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開とすることに

より、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権
利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意
思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、議事録の
一部又は全部を非公開とすることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 
（報告） 
第８条 部会長は、会議において議決を行ったときは、議決書を審議会会長に報告

するものとする。 
（専門部会の廃止） 
第９条 専門部会は、その専門部会に係る最低賃金についての審議会の意見に関す

る異議の申出期間が満了したときをもって、これを廃止する。 
（雑則） 
第10条 この規程に定めるもののほか、専門部会の議事及び運営に関し必要な事項

は、専門部会の議決に基づき、部会長が定める。 
 
（規程の改廃） 
第11条 この規程の改廃は、審議会又は専門部会の議決に基づいて行う。 
附 則 
（施行期日） 
この規程は、令和６年  月  日から施行する。 
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⑪-⑫

現行最賃 差額

⑤÷③ 時間額

⑥組合数 ⑦労働者数 ⑧組合数 ⑨労働者数 [⑦÷③]
（人) (人) (人) ④－⑥ ⑤－⑦(人) （％） (円) (円) (円) (円)

77.6
77.6
35.8
33.6
48.8
48.8
71.7
60.7
57.5
47.2

  (注) １  申出者は、５業種すべて日本労働組合総連合会愛知県連合会（会長：可知洋二）である。

       ２  産業分類の適用範囲の詳細は次のとおりである。

 　　　　・　Ｅ２６＝Ｅ２６のうち建設用ショベルトラック製造業を除く。

         ・　Ｅ２９＝Ｅ２９のうち医療用計測器製造業(心電計製造業を除く｡)を除く。

         ・　Ｅ３１＝Ｅ３１１＋Ｅ３１２＋Ｅ３１４＋Ｅ３１５＋Ｅ３１９(自転車･同部分品製造業を除く｡)（建設用ショベルトラック製造業を含む。）

         ・  Ｉ５９１＝Ｉ５９１１（細分類）

       ３　「労働協約等」について、賃金の最低額の定めを含む労働協約（労働組合法第14条に規定する要件を満たしたものに限る。）が締結されている場合。

　 　「機関決定」については、労働組合又は使用者団体により最低賃金を改正することが必要であるとの機関決定が行われている場合。

        令和６年度特定最低賃金の改正決定に関する申出書の内容等一覧       

① ② 具    体    的　　申　　出　  内    容 ⑪-
地賃
差額

⑬

項　目   

種

類

申

出

ケ

ー

ス

提

出

月

日

③労働者数

 申  出  の  合  意  労  働  者  数  等
⑩合意比率 

協約による
最低額

受

理

月

日

④組合数 ⑤労働者数
うち労働協約等 うち機関決定等

⑪時間額 ⑫時間額 時間額
    産　業

E221
E222
E223

製 鉄 業 ､
製 鋼 ･ 製 鋼 圧 延 業 ､
鋼 材 製 造 業

改正
労働
協約

6/21 12,850 10 9,966 10 9,966 0 0 1,130 1,059 71 103 6/24

E25
E26
E27

は ん 用 機 械 器 具 、
生 産 用 機 械 器 具 、
業 務 用 機 械 器 具 製 造 業

改正
労働
協約

6/21 86,540 18 30,965 11 29,067 7 1,898 1,079 (1,027) 52 52 6/24

E28
E29
E30

電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ・電子回路、

電 気 機 械 器 具 ､
情報通信機械器具製造業

改正
労働
協約

6/21 69,650 19 34,003 18 33,955 1 48 1,125 (1,027) 98 98 6/24

E31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 改正
労働
協約

6/21 267,000 55 191,511 28 162,113 27 29,398 1,100 1,028 72 73 6/24

I591 自 動 車 ( 新 車 ) 小 売 業 改正
労働
協約

6/21 18,440 12 10,598 9 8,712 3 1,886 1,084 （1,027） 57 57 6/24
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令和 6 年度 特定最低賃金の審議の流れ 

  
※法は「最低賃金法」          

※日付は本年度の審議日程（予定を含む） 

検討小委員会 

（改正の必要性有無の審議） 
 愛知地方最低賃金審議会 

    斜字は審議会の開催回数 
 専門部会 

（金額審議） 

     

6.3.29 
意向表明（改正６業種） 

（法第 15 条第 1 項） 
  

              

6.6.24 改正、新設の申出書受理（5 業種）   

               

検討小委員会の設置 
6.7.4 

 

514 回 

改正、新設の必要性有無の諮問 

（法第 15 条第 2 項） 

  

           

3 回の審議 

改正の必要性有無の報告 

6.8.5 
516 回 

改正、新設の必要性有無の答申 

（2 業種必要性有） 

  

            

 
金額改正の諮問（2 業種） 

（法第 15 条第 2 項） 
 2 業種専門部会設置 

     

 6.10.16 
518 回 金額改正の答申（2 業種） 

（法第 15 条第 5 項） 
 

各部会での審議 

2 業種専門部会報告  
  

 

 

答申要旨公示（15 日間） 

異議申出公示（15 日間） 

（法第 11 条第 1、2 項） 

 

 

 
   

6.11.1 
519 回 異議審議の諮問・答申 

（法第 15 条第 3 項、法第 11 条第 3 項） 
 

 

 

6.11.15 

         

 

 

 官報公示（30 日間） 

（法第 19 条第 1 項） 
 

  

 

  12 月 16 日効力発効 

（法第 19 条第 2 項） 
 （指定日発効）  
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愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金適用早見表 
 

最 低 賃 金 件 名         
適 用 対 象 業 種               

（日本標準産業分類） 

適用除外業務 

（特有の軽易業務等） 

輸送用機械器具 
製造業 

ア.E311 自動車・同附属品製造業 

イ.E312 鉄道車両・同部分品製造業 

ウ.E314 航空機・同附属品製造業 

エ.E315 産業用運搬車両・同部品・付属品

製造業 

オ.E319 その他の輸送用機械器具製造業

(自転車・同部分品製造業を除く。） 

カ.E2621建設用ショベルトラック製造業 

キ.E260･E310 アからカまでに掲げる

産業において管理，補助的経済活動を

行う事業所 

ク.L7282 純粋持株会社(管理する全子会

社を通じての主要な経済活動がアか

らカまでに掲げる産業に分類される

ものに限る｡) 

手作業により又は手

工具若しくは小型手

持動力機を用いて行

うバリ取り、穴あ

け、検数、選別又は

塗装の業務 

 
(注１)  各産業別最低賃金の適用対象業種は、原則として日本標準産業分類に基づく。 

(注２)  次に掲げる者及び各産業別最低賃金の「適用除外業務」に主として従事する者

については、『愛知県最低賃金』が適用される。 

①  １８歳未満又は６５歳以上の者。 

②  雇入れ後３か月未満の者であって、技能習得中のもの。 

③  清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者。 
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時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額

(発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効予定日) (引上率) (発効予定日) (引上率) (発効予定日) (引上率)

800 20 820 20 845 25 871 26 898 27 926 28 927 1 955 28 986 31 1,027 41 1,077 50

(H2610.1) (2.56) (H2710.1) (2.50) (H2810.1) (3.05) (H29.10.1) (3.08) (H30.10.1) (3.10) (R1.10.1) (3.12) (R2.10.1) (0.11) (R3.10.1) (3.02) (R4.10.1) (3.25) (R5.10.1) (4.16) (R6.10.1) (4.87)

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

(地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率)

732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16)

899 14 912 13 926 14 941 15 957 16 975 18 976 1 996 20 1018 22 1059 41

(112.3) (1.58) (111.2) (1.45) (109.6) (1.54) (108.0) (1.62) (106.6) (1.70) (105.3) (1.88) (105.3) (0.10) (104.3) (2.05) (103.2) (2.21) (103.1) (4.03)

870 12 882 12 896 14 911 15 928 17 947 19 948 1 968 20 968 (R3.12.16) 968 (R3.12.16) 968 (R3.12.16)

(108.8) (1.40) (107.6) (1.38) (106.0) (1.59) (104.6) (1.67) (103.3) (1.87) (102.3) (2.05) (102.3) (0.11) (101.4) (2.11)

827 14 841 14 856 15 875 19 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16)

(103.4) (1.72) (102.6) (1.69) (101.3) (1.78) (100.5) (2.22)

837 14 852 15 867 15 883 16 901 18 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16)

(104.6) (1.70) (103.9) (1.79) (102.6) (1.76) (101.4) (1.85) (100.3) (2.04)

877 14 890 13 904 14 919 15 936 17 955 19 957 2 976 19 997 21 1,028 31

(109.6) (1.62) (108.5) (1.48) (107.0) (1.57) (105.5) (1.66) (104.2) (1.85) (103.1) (2.03) (103.2) (0.21) (102.2) (1.99) (101.1) (2.15) (100.1) (3.11)

859 13 873 14 888 15 904 16 921 17 941 20 943 2 943 (R2.12.16) 943 (R2.12.16) 943 (R2.12.16) 943 (R2.12.16)

(107.4) (1.54) (106.5) (1.63) (105.1) (1.72) (103.8) (1.80) (102.6) (1.88) (101.6) (2.17) (101.7) (2.17)

810 11 823 13 847 24 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16)

(101.3) (1.38) (100.4) (1.60) (100.2) (2.92)

800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16)

発　効　日※

注）網掛け箇所は当該年度での金額改正が行われなかったもの（カッコ内は発効日）

最  低  賃  金  引  上  状  況  等  の  推  移  （ 愛  知 ）　 令和５年度版

令和3年度平成28年度

単位：時間額，引上額(円）

26 27 28 示されず 41

平成29年度 平成30年度 令和2年度

28

令和元年度

19

令和5年度

(2.44) (2.38)

2.1

(4.16)(3.02)

1.4 1.4 1.3

(3.08) (3.10) (3.12)

0.4

目　　安　　額　　(円）

平成27年度

1.2

(3.05)

19

区        分

1.5 0.8 1.3
改定状況調査による

賃金上昇率　(％)

精 密 機 械 器 具
製 造 業

電 気 機 械 器 具
製 造 業

　区　　　　分

平成26年度

(R2.12.16)(H29.12.16）(H26.12.16） (H27.12.16） (H28.12.16） (R1.12.16)(H30.12.16) (R3.12.16) R5.12.16

愛知県最低賃金

自 動 車 ( 新 車 ) ・
同 部 品 小 売 業

令和6年度

50
(4.87)

2.3

特
　
　
定
　
　
最
　
　
低
　
　
賃
　
　
金

染 色 整 理 業

鉄 鋼 業

はん用機械器具
製 造 業

輸送用機械器具
製 造 業

自 動 車 ( 新 車 )
小 売 業

各種商品小売業

[引上率（％）]

25

令和4年度

31
(3.25)

1.5

(R4.12.16)

－
7
－
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年 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R2 R3 R4 R5

時間額 848円 854円 863円 877円 890円 904円 919円 936円 955円 957円 976円 997円 1028円 

引上額 4円 6円 9円 14円 13円 14円 15円 17円 19円 2円 19円 21円 31円 

引上率 0.47% 0.71% 1.05% 1.62% 1.48% 1.57% 1.66% 1.85% 2.03% 0.21% 1.99% 2.15% 3.11%

愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金（時間額）の推移

愛 知 労 働 局

4円
6円

9円

14円 13円 14円 15円
17円

19円

2円

19円
21円

31円

円

5円

10円

15円

20円

25円

30円

35円

23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R2 R3 R4 R5

0.47%

0.71% 1.05%

1.62%

1.48%

1.57% 1.66%
1.85% 2.03%

0.21%

1.99%
2.15%

3.11%

0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%

23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R2 R3 R4 R5

年

年

年

引上額

引上率

848円 854円 863円 877円 890円 904円 919円 936円 955円 957円 976円 997円 1028円

円

200円

400円

600円

800円

1000円

1200円

23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R2 R3 R4 R5

時間額

年
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令和６年 最低賃金に関する基礎調査について（確定値） 
 

＜調査の概要＞ 
１ 調査の目的 

中小零細企業又は事業所の労働者の賃金の実態等を把握し、地方最低賃金審議会にお

ける最低賃金の決定、改正等の審議に資することを目的とする。 

２ 調査の範囲 

（１）対象地域：愛知県全域 

（２）対象産業、事業所規模 

産業 規模 

製造業、情報通信業のうち新聞業、出版業 100 人未満 

卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、

宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽

業、医療、福祉、サービス業（他に分類されないもの） 

30 人未満 

 

３ 調査方法 

 事業所母集団データベースにおける母集団のうち、上記産業、規模の調査対象事業所数

約 97,000 事業所から、都道府県、産業、事業所規模（1～9 人、10～29 人、30～99 人）

別に層化無作為抽出により選定した事業所 2,854 に対し標本調査を実施した。 

（７月 21日現在の有効回答 標本労働者数 17,110 人 事業所数 1,463 ） 

４ 調査対象労働者、項目 

 対象労働者：令和６年６月１日において上記事業所に雇用される労働者 

 調査項目：性、就業形態、年齢、勤続年数、職種又は仕事の内容、当年６月分の賃金形

態、当年６月分の基本給額（見込額）、当年６月分の精皆勤手当、通勤手当、

家族手当及びその他の手当（各見込額）、当年６月分の月間所定労働日数、

当年６月分の 1日の所定労働時間数 

５ 調査組織、調査実施期間 

  愛知労働局（労働基準部賃金課）、令和６年５月～７月 

－9－
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総括表（１）（産業・就業形態別の賃金額階級別、規模別、地域別、年齢別表）
06年 総括表（１） 産業：輸送用機械器具製造業 就業形態：（全て） 産別適用除外除く

地域別
１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 愛知 １７歳以下 １８～１９歳 ２０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳以上

34,903 2,751 7,169 24,983 34,903 485 27,318 4,522 2,577
403 20 55 328 403 364 8 31

1025 - 1025 (1.2) (0.7) (0.8) (1.3) (1.2) (1.3) (0.2) (1.2)
403 20 55 328 403 364 8 31

1026 - 1026 (1.2) (0.7) (0.8) (1.3) (1.2) (1.3) (0.2) (1.2)
1,629 344 697 588 1,629 38 1,269 97 225

1027 - 1027 (4.7) (12.5) (9.7) (2.4) (4.7) (7.8) (4.6) (2.1) (8.7)
2,157 480 867 810 2,157 51 1,715 166 225

1028 - 1028 (6.2) (17.5) (12.1) (3.2) (6.2) (10.5) (6.3) (3.7) (8.7) 特定最低賃金

2,157 480 867 810 2,157 51 1,715 166 225
1029 - 1029 (6.2) (17.5) (12.1) (3.2) (6.2) (10.5) (6.3) (3.7) (8.7)

2,605 563 946 1,096 2,605 73 1,998 213 321
1030 - 1030 (7.5) (20.5) (13.2) (4.4) (7.5) (15.1) (7.3) (4.7) (12.5)

2,605 563 946 1,096 2,605 73 1,998 213 321
1031 - 1031 (7.5) (20.5) (13.2) (4.4) (7.5) (15.1) (7.3) (4.7) (12.5)

2,620 563 946 1,111 2,620 88 1,998 213 321
1032 - 1032 (7.5) (20.5) (13.2) (4.4) (7.5) (18.2) (7.3) (4.7) (12.5)

2,620 563 946 1,111 2,620 88 1,998 213 321
1033 - 1033 (7.5) (20.5) (13.2) (4.4) (7.5) (18.2) (7.3) (4.7) (12.5)

2,674 563 946 1,164 2,674 88 2,051 213 321
1034 - 1034 (7.7) (20.5) (13.2) (4.7) (7.7) (18.2) (7.5) (4.7) (12.5)

2,685 563 958 1,164 2,685 88 2,051 225 321
1035 - 1035 (7.7) (20.5) (13.4) (4.7) (7.7) (18.2) (7.5) (5.0) (12.5)

2,741 606 970 1,164 2,741 88 2,107 225 321
1036 - 1036 (7.9) (22.0) (13.5) (4.7) (7.9) (18.2) (7.7) (5.0) (12.5)

2,750 606 979 1,164 2,750 88 2,115 225 321
1037 - 1037 (7.9) (22.0) (13.7) (4.7) (7.9) (18.2) (7.7) (5.0) (12.5)

2,830 606 979 1,245 2,830 102 2,182 225 321
1038 - 1038 (8.1) (22.0) (13.7) (5.0) (8.1) (21.1) (8.0) (5.0) (12.5)

2,884 606 979 1,299 2,884 102 2,235 225 321
1039 - 1039 (8.3) (22.0) (13.7) (5.2) (8.3) (21.1) (8.2) (5.0) (12.5)

3,079 606 1,094 1,378 3,079 102 2,342 242 392
1040 - 1040 (8.8) (22.0) (15.3) (5.5) (8.8) (21.1) (8.6) (5.4) (15.2)

3,079 606 1,094 1,378 3,079 102 2,342 242 392
1041 - 1041 (8.8) (22.0) (15.3) (5.5) (8.8) (21.1) (8.6) (5.4) (15.2)

3,079 606 1,094 1,378 3,079 102 2,342 242 392
1042 - 1042 (8.8) (22.0) (15.3) (5.5) (8.8) (21.1) (8.6) (5.4) (15.2)

3,103 606 1,094 1,403 3,103 102 2,366 242 392
1043 - 1043 (8.9) (22.0) (15.3) (5.6) (8.9) (21.1) (8.7) (5.4) (15.2)

3,111 606 1,094 1,411 3,111 102 2,374 242 392
1044 - 1044 (8.9) (22.0) (15.3) (5.6) (8.9) (21.1) (8.7) (5.4) (15.2)

3,156 606 1,126 1,424 3,156 102 2,406 256 392
1045 - 1045 (9.0) (22.0) (15.7) (5.7) (9.0) (21.1) (8.8) (5.7) (15.2)

年齢別
（３手当を除く）

計

時間当り所定内賃金額（円）
合計

規模別

－
1
0
－
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3,156 606 1,126 1,424 3,156 102 2,406 256 392
1046 1046 (9.0) (22.0) (15.7) (5.7) (9.0) (21.1) (8.8) (5.7) (15.2)

3,177 606 1,146 1,424 3,177 102 2,426 256 392
1047 1047 (9.1) (22.0) (16.0) (5.7) (9.1) (21.1) (8.9) (5.7) (15.2)

3,221 606 1,146 1,468 3,221 102 2,455 272 392
1048 1048 (9.2) (22.0) (16.0) (5.9) (9.2) (21.1) (9.0) (6.0) (15.2)

3,247 606 1,146 1,495 3,247 102 2,481 272 392
1049 1049 (9.3) (22.0) (16.0) (6.0) (9.3) (21.1) (9.1) (6.0) (15.2)

3,784 672 1,295 1,817 3,784 102 2,893 358 430
1050 1050 (10.8) (24.4) (18.1) (7.3) (10.8) (21.1) (10.6) (7.9) (16.7)

3,908 672 1,319 1,917 3,908 102 3,017 358 430
1051 1051 (11.2) (24.4) (18.4) (7.7) (11.2) (21.1) (11.0) (7.9) (16.7)

3,935 672 1,346 1,917 3,935 102 3,044 358 430
1052 1052 (11.3) (24.4) (18.8) (7.7) (11.3) (21.1) (11.1) (7.9) (16.7)

3,935 672 1,346 1,917 3,935 102 3,044 358 430
1053 1053 (11.3) (24.4) (18.8) (7.7) (11.3) (21.1) (11.1) (7.9) (16.7)

3,935 672 1,346 1,917 3,935 102 3,044 358 430
1054 1054 (11.3) (24.4) (18.8) (7.7) (11.3) (21.1) (11.1) (7.9) (16.7)

3,968 672 1,378 1,917 3,968 102 3,056 358 450
1055 1055 (11.4) (24.4) (19.2) (7.7) (11.4) (21.1) (11.2) (7.9) (17.5)

3,988 678 1,378 1,932 3,988 117 3,062 358 450
1056 1056 (11.4) (24.7) (19.2) (7.7) (11.4) (24.2) (11.2) (7.9) (17.5)

4,107 678 1,378 2,051 4,107 117 3,148 382 459
1057 1057 (11.8) (24.7) (19.2) (8.2) (11.8) (24.2) (11.5) (8.4) (17.8)

4,158 678 1,416 2,064 4,158 117 3,199 382 459
1058 1058 (11.9) (24.7) (19.7) (8.3) (11.9) (24.2) (11.7) (8.4) (17.8)

4,190 678 1,416 2,096 4,190 117 3,231 382 459
1059 1059 (12.0) (24.7) (19.7) (8.4) (12.0) (24.2) (11.8) (8.4) (17.8)

4,276 678 1,436 2,162 4,276 117 3,284 416 459
1060 1060 (12.3) (24.7) (20.0) (8.7) (12.3) (24.2) (12.0) (9.2) (17.8)

4,276 678 1,436 2,162 4,276 117 3,284 416 459
1061 1061 (12.3) (24.7) (20.0) (8.7) (12.3) (24.2) (12.0) (9.2) (17.8)

4,285 678 1,436 2,170 4,285 126 3,284 416 459
1062 1062 (12.3) (24.7) (20.0) (8.7) (12.3) (25.9) (12.0) (9.2) (17.8)

4,373 726 1,469 2,178 4,373 126 3,349 440 459
1063 1063 (12.5) (26.4) (20.5) (8.7) (12.5) (25.9) (12.3) (9.7) (17.8)

4,409 726 1,491 2,192 4,409 126 3,384 440 459
1064 1064 (12.6) (26.4) (20.8) (8.8) (12.6) (25.9) (12.4) (9.7) (17.8)

4,438 726 1,507 2,205 4,438 141 3,384 453 459
1065 1065 (12.7) (26.4) (21.0) (8.8) (12.7) (29.2) (12.4) (10.0) (17.8)

4,438 726 1,507 2,205 4,438 141 3,384 453 459
1066 1066 (12.7) (26.4) (21.0) (8.8) (12.7) (29.2) (12.4) (10.0) (17.8)

4,451 726 1,507 2,218 4,451 141 3,398 453 459
1067 1067 (12.8) (26.4) (21.0) (8.9) (12.8) (29.2) (12.4) (10.0) (17.8)

4,466 726 1,507 2,233 4,466 141 3,398 453 474
1068 1068 (12.8) (26.4) (21.0) (8.9) (12.8) (29.2) (12.4) (10.0) (18.4)

4,484 726 1,507 2,251 4,484 141 3,415 453 474
1069 1069 (12.8) (26.4) (21.0) (9.0) (12.8) (29.2) (12.5) (10.0) (18.4)

4,547 726 1,539 2,282 4,547 141 3,478 453 474

－
1
1
－



1070 1070 (13.0) (26.4) (21.5) (9.1) (13.0) (29.2) (12.7) (10.0) (18.4)
4,630 769 1,539 2,322 4,630 141 3,553 462 474

1071 1071 (13.3) (28.0) (21.5) (9.3) (13.3) (29.2) (13.0) (10.2) (18.4)
4,645 769 1,539 2,337 4,645 141 3,568 462 474

1072 1072 (13.3) (28.0) (21.5) (9.4) (13.3) (29.2) (13.1) (10.2) (18.4)
4,682 769 1,539 2,373 4,682 150 3,583 475 474

1073 1073 (13.4) (28.0) (21.5) (9.5) (13.4) (30.8) (13.1) (10.5) (18.4)
4,682 769 1,539 2,373 4,682 150 3,583 475 474

1074 1074 (13.4) (28.0) (21.5) (9.5) (13.4) (30.8) (13.1) (10.5) (18.4)
4,697 769 1,539 2,389 4,697 165 3,583 475 474

1075 1075 (13.5) (28.0) (21.5) (9.6) (13.5) (34.1) (13.1) (10.5) (18.4)
4,721 769 1,539 2,413 4,721 165 3,607 475 474

1076 1076 (13.5) (28.0) (21.5) (9.7) (13.5) (34.1) (13.2) (10.5) (18.4)
4,736 769 1,539 2,428 4,736 165 3,622 475 474 愛知県

1077 1077 (13.6) (28.0) (21.5) (9.7) (13.6) (34.1) (13.3) (10.5) (18.4) 地域別最低賃金

4,753 769 1,539 2,444 4,753 165 3,638 475 474
1078 1078 (13.6) (28.0) (21.5) (9.8) (13.6) (34.1) (13.3) (10.5) (18.4)

4,767 769 1,539 2,459 4,767 165 3,653 475 474
1079 1079 (13.7) (28.0) (21.5) (9.8) (13.7) (34.1) (13.4) (10.5) (18.4)

4,876 769 1,555 2,552 4,876 165 3,746 475 489
1080 1080 (14.0) (28.0) (21.7) (10.2) (14.0) (34.1) (13.7) (10.5) (19.0)

4,887 769 1,567 2,552 4,887 165 3,758 475 489
1081 1081 (14.0) (28.0) (21.9) (10.2) (14.0) (34.1) (13.8) (10.5) (19.0)

4,887 769 1,567 2,552 4,887 165 3,758 475 489
1082 1082 (14.0) (28.0) (21.9) (10.2) (14.0) (34.1) (13.8) (10.5) (19.0)

5,001 769 1,624 2,608 5,001 179 3,858 475 489
1083 1083 (14.3) (28.0) (22.7) (10.4) (14.3) (36.8) (14.1) (10.5) (19.0)

5,001 769 1,624 2,608 5,001 179 3,858 475 489
1084 1084 (14.3) (28.0) (22.7) (10.4) (14.3) (36.8) (14.1) (10.5) (19.0)

5,010 769 1,624 2,616 5,010 187 3,858 475 489
1085 1085 (14.4) (28.0) (22.7) (10.5) (14.4) (38.5) (14.1) (10.5) (19.0)

5,010 769 1,624 2,616 5,010 187 3,858 475 489
1086 1086 (14.4) (28.0) (22.7) (10.5) (14.4) (38.5) (14.1) (10.5) (19.0)

5,010 769 1,624 2,616 5,010 187 3,858 475 489
1087 1087 (14.4) (28.0) (22.7) (10.5) (14.4) (38.5) (14.1) (10.5) (19.0)

5,042 769 1,624 2,649 5,042 187 3,891 475 489
1088 1088 (14.4) (28.0) (22.7) (10.6) (14.4) (38.5) (14.2) (10.5) (19.0)

5,100 769 1,662 2,669 5,100 187 3,949 475 489
1089 1089 (14.6) (28.0) (23.2) (10.7) (14.6) (38.5) (14.5) (10.5) (19.0)

5,118 769 1,679 2,669 5,118 187 3,966 475 489
1090 1090 (14.7) (28.0) (23.4) (10.7) (14.7) (38.5) (14.5) (10.5) (19.0)

5,130 769 1,691 2,669 5,130 187 3,978 475 489
1091 1091 (14.7) (28.0) (23.6) (10.7) (14.7) (38.5) (14.6) (10.5) (19.0)

5,130 769 1,691 2,669 5,130 187 3,978 475 489
1092 1092 (14.7) (28.0) (23.6) (10.7) (14.7) (38.5) (14.6) (10.5) (19.0)

5,147 769 1,691 2,686 5,147 187 3,996 475 489
1093 1093 (14.7) (28.0) (23.6) (10.8) (14.7) (38.5) (14.6) (10.5) (19.0)

5,171 769 1,691 2,710 5,171 187 4,020 475 489
1094 1094 (14.8) (28.0) (23.6) (10.8) (14.8) (38.5) (14.7) (10.5) (19.0)

－
1
2
－



5,199 769 1,703 2,726 5,199 187 4,047 475 489
1095 1095 (14.9) (28.0) (23.8) (10.9) (14.9) (38.5) (14.8) (10.5) (19.0)

5,222 769 1,703 2,749 5,222 187 4,056 475 504
1096 1096 (15.0) (28.0) (23.8) (11.0) (15.0) (38.5) (14.8) (10.5) (19.6)

5,242 769 1,710 2,763 5,242 207 4,056 475 504
1097 1097 (15.0) (28.0) (23.9) (11.1) (15.0) (42.8) (14.8) (10.5) (19.6)

5,242 769 1,710 2,763 5,242 207 4,056 475 504
1098 1098 (15.0) (28.0) (23.9) (11.1) (15.0) (42.8) (14.8) (10.5) (19.6)

5,263 769 1,710 2,783 5,263 207 4,076 475 504
1099 1099 (15.1) (28.0) (23.9) (11.1) (15.1) (42.8) (14.9) (10.5) (19.6)

6,477 838 2,149 3,489 6,477 250 4,884 689 654
1100 1100 (18.6) (30.5) (30.0) (14.0) (18.6) (51.5) (17.9) (15.2) (25.4)

6,577 838 2,181 3,558 6,577 250 4,967 706 654
1101 1101 (18.8) (30.5) (30.4) (14.2) (18.8) (51.5) (18.2) (15.6) (25.4)

6,635 838 2,194 3,602 6,635 250 5,025 706 654
1102 1102 (19.0) (30.5) (30.6) (14.4) (19.0) (51.5) (18.4) (15.6) (25.4)

6,646 849 2,194 3,602 6,646 250 5,035 706 654
1103 1103 (19.0) (30.9) (30.6) (14.4) (19.0) (51.5) (18.4) (15.6) (25.4)

6,646 849 2,194 3,602 6,646 250 5,035 706 654
1104 1104 (19.0) (30.9) (30.6) (14.4) (19.0) (51.5) (18.4) (15.6) (25.4)

6,661 849 2,194 3,617 6,661 250 5,050 706 654
1105 1105 (19.1) (30.9) (30.6) (14.5) (19.1) (51.5) (18.5) (15.6) (25.4)

6,688 849 2,206 3,632 6,688 250 5,062 706 669
1106 1106 (19.2) (30.9) (30.8) (14.5) (19.2) (51.5) (18.5) (15.6) (26.0)

6,703 849 2,206 3,648 6,703 250 5,062 722 669
1107 1107 (19.2) (30.9) (30.8) (14.6) (19.2) (51.5) (18.5) (16.0) (26.0)

6,703 849 2,206 3,648 6,703 250 5,062 722 669
1108 1108 (19.2) (30.9) (30.8) (14.6) (19.2) (51.5) (18.5) (16.0) (26.0)

6,732 849 2,206 3,677 6,732 250 5,091 722 669
1109 1109 (19.3) (30.9) (30.8) (14.7) (19.3) (51.5) (18.6) (16.0) (26.0)

6,778 849 2,222 3,707 6,778 250 5,091 768 669
1110 1110 (19.4) (30.9) (31.0) (14.8) (19.4) (51.5) (18.6) (17.0) (26.0)

6,802 849 2,222 3,731 6,802 250 5,100 768 684
1111 1111 (19.5) (30.9) (31.0) (14.9) (19.5) (51.5) (18.7) (17.0) (26.6)

6,832 849 2,222 3,761 6,832 264 5,115 768 684
1112 1112 (19.6) (30.9) (31.0) (15.1) (19.6) (54.5) (18.7) (17.0) (26.6)

6,861 849 2,251 3,761 6,861 264 5,144 768 684
1113 1113 (19.7) (30.9) (31.4) (15.1) (19.7) (54.5) (18.8) (17.0) (26.6)

6,885 849 2,251 3,785 6,885 264 5,169 768 684
1114 1114 (19.7) (30.9) (31.4) (15.2) (19.7) (54.5) (18.9) (17.0) (26.6)

6,919 849 2,251 3,819 6,919 264 5,188 783 684
1115 1115 (19.8) (30.9) (31.4) (15.3) (19.8) (54.5) (19.0) (17.3) (26.6)

6,919 849 2,251 3,819 6,919 264 5,188 783 684
1116 1116 (19.8) (30.9) (31.4) (15.3) (19.8) (54.5) (19.0) (17.3) (26.6)

6,972 849 2,251 3,872 6,972 278 5,227 783 684
1117 1117 (20.0) (30.9) (31.4) (15.5) (20.0) (57.2) (19.1) (17.3) (26.6)

6,996 849 2,274 3,872 6,996 278 5,251 783 684
1118 1118 (20.0) (30.9) (31.7) (15.5) (20.0) (57.2) (19.2) (17.3) (26.6)

7,088 849 2,274 3,964 7,088 322 5,298 783 684

－
1
3
－



1119 1119 (20.3) (30.9) (31.7) (15.9) (20.3) (66.5) (19.4) (17.3) (26.6)
7,182 860 2,274 4,047 7,182 322 5,385 783 692

1120 1120 (20.6) (31.3) (31.7) (16.2) (20.6) (66.5) (19.7) (17.3) (26.8)
7,211 860 2,274 4,077 7,211 322 5,414 783 692

1121 1121 (20.7) (31.3) (31.7) (16.3) (20.7) (66.5) (19.8) (17.3) (26.8)
7,211 860 2,274 4,077 7,211 322 5,414 783 692

1122 1122 (20.7) (31.3) (31.7) (16.3) (20.7) (66.5) (19.8) (17.3) (26.8)
7,211 860 2,274 4,077 7,211 322 5,414 783 692

1123 1123 (20.7) (31.3) (31.7) (16.3) (20.7) (66.5) (19.8) (17.3) (26.8)
7,340 860 2,274 4,205 7,340 322 5,542 783 692

1124 1124 (21.0) (31.3) (31.7) (16.8) (21.0) (66.5) (20.3) (17.3) (26.8)
7,380 860 2,274 4,245 7,380 322 5,582 783 692

1125 1125 (21.1) (31.3) (31.7) (17.0) (21.1) (66.5) (20.4) (17.3) (26.8)
7,380 860 2,274 4,245 7,380 322 5,582 783 692

1126 1126 (21.1) (31.3) (31.7) (17.0) (21.1) (66.5) (20.4) (17.3) (26.8)
7,380 860 2,274 4,245 7,380 322 5,582 783 692

1127 1127 (21.1) (31.3) (31.7) (17.0) (21.1) (66.5) (20.4) (17.3) (26.8)
7,418 860 2,297 4,261 7,418 322 5,621 783 692

1128 1129 (21.3) (31.3) (32.0) (17.1) (21.3) (66.5) (20.6) (17.3) (26.8)
7,693 872 2,341 4,480 7,693 322 5,808 842 720

1130 1139 (22.0) (31.7) (32.6) (17.9) (22.0) (66.5) (21.3) (18.6) (27.9)
7,821 872 2,419 4,531 7,821 322 5,928 851 720

1140 1149 (22.4) (31.7) (33.7) (18.1) (22.4) (66.5) (21.7) (18.8) (27.9)
8,315 888 2,580 4,847 8,315 352 6,310 917 736

1150 1159 (23.8) (32.3) (36.0) (19.4) (23.8) (72.6) (23.1) (20.3) (28.6)
8,630 898 2,629 5,103 8,630 367 6,540 947 776

1160 1169 (24.7) (32.7) (36.7) (20.4) (24.7) (75.6) (23.9) (20.9) (30.1)
9,016 908 2,678 5,430 9,016 367 6,927 947 776

1170 1179 (25.8) (33.0) (37.4) (21.7) (25.8) (75.6) (25.4) (20.9) (30.1)
9,341 940 2,749 5,652 9,341 412 7,114 1,024 791

1180 1189 (26.8) (34.2) (38.3) (22.6) (26.8) (84.9) (26.0) (22.6) (30.7)
9,570 961 2,765 5,844 9,570 412 7,343 1,024 791

1190 1199 (27.4) (34.9) (38.6) (23.4) (27.4) (84.9) (26.9) (22.6) (30.7)
12,988 1,178 3,659 8,152 12,988 485 10,088 1,353 1,063

1200 1299 (37.2) (42.8) (51.0) (32.6) (37.2) (100.0) (36.9) (29.9) (41.2)
16,204 1,371 4,148 10,685 16,204 12,778 1,671 1,270

1300 1399 (46.4) (49.8) (57.9) (42.8) (46.4) (46.8) (37.0) (49.3)
19,242 1,644 4,796 12,802 19,242 15,435 1,936 1,386

1400 1499 (55.1) (59.7) (66.9) (51.2) (55.1) (56.5) (42.8) (53.8)
21,886 1,757 5,219 14,910 21,886 17,645 2,160 1,596

1500 1599 (62.7) (63.9) (72.8) (59.7) (62.7) (64.6) (47.8) (61.9)
24,154 1,982 5,580 16,591 24,154 19,358 2,398 1,913

1600 1699 (69.2) (72.1) (77.8) (66.4) (69.2) (70.9) (53.0) (74.2)
26,217 2,124 5,825 18,268 26,217 21,130 2,619 1,982

1700 1799 (75.1) (77.2) (81.3) (73.1) (75.1) (77.3) (57.9) (76.9)
27,799 2,176 6,130 19,493 27,799 22,250 2,918 2,146

1800 1899 (79.6) (79.1) (85.5) (78.0) (79.6) (81.4) (64.5) (83.3)
29,169 2,292 6,388 20,489 29,169 23,322 3,216 2,146

1900 1999 (83.6) (83.3) (89.1) (82.0) (83.6) (85.4) (71.1) (83.3)

－
1
4
－



34,903 2,751 7,169 24,983 34,903 27,318 4,522 2,577
2000 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

249,611 233,714 226,792 257,909 249,611 176,551 247,179 273,881 246,548
1,561 1,542 1,440 1,598 1,561 1,119 1,538 1,732 1,591
159 147 155 161 159 158 160 155 151
1,028 1,027 1,027 1,039 1,028 1,027 1,028 1,040 1,027
1,050 1,027 1,028 1,080 1,050 1,028 1,050 1,065 1,030
1,172 1,063 1,100 1,208 1,172 1,062 1,175 1,215 1,100
1,437 1,400 1,287 1,485 1,437 1,100 1,432 1,636 1,403
0.2171 0.2329 0.2164 0.2044 0.2171 0.0482 0.2043 0.2726 0.2252

【上段】 累積労働者数 【下段】 累積構成比

月 平 均 賃 金 額

四 分 位 偏 差 係 数

時 間 当 平 均 賃 金 額
月一人当たり労働時間数
第 １ ・ ２ ０ 分 位 数
第 １ ・ １ ０ 分 位 数
第 １ ・ ４ 分 位 数
中 位 数

－
1
5
－



年  度
平成
25 26 27 28 29 30

令和
元 2 3 4 5

未満率 11.0 1.7 5.7 12.0 15.0 14.7 8.5 9.4 10.2 9.3 9.7
影響率 12.5 3.8 8.5 16.9 19.6 18.0 16.5 13.5 15.9 13.8 17.6
時間額 863 877 890 904 919 936 955 957 976 997 1,028
引上額 9 14 13 14 15 17 19 2 19 21 31
引上率 1.05 1.62 1.48 1.57 1.66 1.85 2.03 0.21 1.99 2.15 3.11

輸送用機械器具製造業
に係る未満率・影響率の推移

【未満率】︓最低賃金額を改正する前に、最低賃金を下回っている労働者割合

【影響率】︓最低賃金を改正した後に、改正後の最低賃金を下回ることとなる労働者割合
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【中位数】低い方（あるいは高い方）から数えて全体の２分の１番目に該当する者の賃金
【第1・4分位数】低い方から数えて全体の４分の１番目に該当する者の賃金
【第1・10分位数】低い方から数えて全体の10分の１番目に該当する者の賃金
【第1・20分位数】低い方から数えて全体の20分の１番目に該当する者の賃金

輸送用機械器具製造業に係る特性値の推移

25 26 27 28 29 30

令和

元 2 3 4 5 6

時間当平均賃金額 1,3771,4481,3631,4011,3411,3661,4181,5611,4311,4801,4511,561

中位数 1,3001,3041,2001,2101,1961,2551,3131,3001,3001,3331,3211,437

第1･ 4分位数 1,0001,0851,000 971 977 1,0001,0421,0701,0571,0891,0901,172

第1･10分位数 850 945 898 850 870 890 940 955 950 976 997 1050

第1･20分位数 800 883 872 824 845 871 900 932 929 955 986 1028

最低賃金額 863 877 890 904 919 936 955 957 976 997 1028

863 
877 890 

904 
919 936 

955 957 976
997

1028

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400
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1,600
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令和 5 年度 特定最低賃金決定状況（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1 船舶製造・修理業（木造船製造・修理業及び木製漁船製造・修理業を除く。）、船体ブロック製造業 

注 2 玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、 

ロボット、自動車・同附属品製造業 

  項目 

都道 

府県名 

輸送用機械器具製造業関係 
時間額 日額  発効日 

北 海 道 990 － 注 1 Ｒ 5 . 1 2 . 1 

秋 田 961 － 自動車・同附属品 Ｒ5.12 .24 

山 形 961 － 自動車・同附属品 Ｒ5.12 .25 

福 島 954 －  Ｒ5.12 .28 

栃 木 1,016 － 自動車・同附属品 Ｒ5.12 .31 

群 馬 1,006 － 建設機械を含む Ｒ5.12 .29 

埼 玉 1,055 －  Ｒ 5 . 1 2 . 1 

東 京 838 －  Ｈ24.2 .18 

神 奈 川 855 － 建設機械を含む Ｈ 2 5 . 3 . 1 

富 山 995 － 注 2 Ｒ5.12 .20 

石 川 1,000 －  Ｒ5.12 .31 

山 梨 971 － 自動車・同附属品 Ｒ5.12 .10 

岐 阜 1,005 － 自動車・同附属品 Ｒ5.12 .21 

岐 阜 1,031 － 航空機・同附属品 Ｒ5.12 .21 

静 岡 1,028 － 一般機械器具を含む Ｒ5.12 .21 

愛 知 1,028 － 建設機械を含む Ｒ5.12 .16 

三 重 1,022 － 建設機械を含む Ｒ5.12 .21 

滋 賀 1,016 － 自動車・同附属品 Ｒ5.12 .31 

京 都 1,028 － 建設機械を含む Ｒ 6 . 2 . 4 

大 阪 1,068 － 自動車・同附属品 Ｒ 5 . 1 2 . 1 

兵 庫 1,075 －  Ｒ 5 . 1 2 . 1 

島 根 970 － 自動車・同附属品 Ｒ5.12 .15 

岡 山 991 － 自動車・同附属品 Ｒ5.12 .15 

岡 山 1,041 － 船舶製造・修理業、舶用機関 Ｒ5.12 .29 

広 島 998 － 自動車・同附属品 Ｒ5.12 .31 

広 島 1,030 － 船舶製造・修理業、舶用機関 Ｒ5.12 .31 

山 口 1,036 －  Ｒ5.12 .15 

香 川 1,041 － 船舶製造・修理業、舶用機関 Ｒ 6 . 1 . 3 

愛 媛 1,015 － 船舶製造・修理業、舶用機関 Ｒ5.12 .25 

福 岡 1,029 －  Ｒ5.12 .10 

長 崎 875 － 船舶製造・修理業、舶用機関 Ｒ1.11 .29 

熊 本 965 －  Ｒ5.12 .15 

大 分 951 －  Ｒ5.12 .25 
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輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会

2024年9月27日

労働者代表委員資料
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輸送用機器製造業 特定最低賃金引上げに対する考え方

＜自動車産業の立ち位置＞
・経済活動別国内総生産（GDP）で、製造業は全産業の19.３％を占め、輸送用機器は製造業の12.9％を占める。
（内閣府-経済社会総合研究所「2022年度国民経済計算」より）
・国内の製造品出荷額等および付加価値額においても、輸送用機器は全産業の中でトップ。
・輸送用機器製造業の中で、製造品出荷額では愛知県が構成比54.2%を占めており全国１位。
（経済産業省「2023年経済構造実態調査二次集計結果」より）

＜自動車産業の今後と課題＞
・自動車産業はCASE･MaaSに加えカーボンニュートラル等の対応が求められている中、企業の競争力強化に向けて、
これまで以上に生産性向上や製品の付加価値向上が求められている。生産性や付加価値を生み出すのは人であり、
裾野の広い自動車産業全体で優秀な人材を確保し、産業の更なる発展を目指す必要がある。

・近年、金属産業全体は就職先として選ばれない傾向へ変化してきており、人材確保が困難な状況にある。
・輸送用機器製造業は、日本経済を牽引してきており、また、高い付加価値額を生み出していることから賃金においても
優位性が示されるべきである。
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輸送用機器製造業 特定最低賃金引上げに対する考え方

▶東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）への転出超過は、男性が20～29歳、女性が20～29歳で顕著
▶18～20歳代の移住に関する意向として、「就職・転職」（33.3％）が第1位
※第2位は「自身の結婚」（26.5％）

＜愛知県の転出入状況、推移＞

３

出典：愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略2023-2027
（2023年10月 愛知県公表資料）



輸送用機器製造業 特定最低賃金引上げに対する考え方

▶いずれの産業も、平均で見れば地域別最低賃金をはるかに上回る時給額

＜愛知県のアルバイト・パート時給＞

４

出典：㈱リクルート ジョブリサーチセンター
「都道府県別2024年7月アルバイトパート募集時平均時給調査」



輸送用機器製造業 特定最低賃金引上げに対する考え方

▶自動車産業の高い付加価値は、高い労働の質により生み出されている
▶労働の質にふさわしい賃金水準は、地域別最低賃金とは大きく異なる
▶しかしながら、自動車製造業の賃金は付加価値生産性と見合っていない

＜付加価値生産性と所定内賃金＞

５

出典：自動車総連



＜自動車総連 24春闘結果＞

8月末時点で全体の約7割の単組において企業内最賃を締結し、
平均締結額は前年を上回る177,892円（前年比+7,212円）。
時給換算すると1,111円相当。

輸送用機器製造業 特定最低賃金引上げに対する考え方

▶自動車総連の各加盟組合企業労使が、高い労働の質を踏まえて締結している水準
▶企業内最低賃金を締結できない企業においても、サプライチェーンの一躍を担う
仲間である労働者に対して、同等の水準に引き上げていく必要あり
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輸送用機器製造業 特定最低賃金引上げに対する考え方

令和６年
愛知県地賃額
1,077円
↓

1,117円以上
約80%

1,117円未満
約20%

令和５年
愛知県地賃額
1,027円
↓

（％）

（円）
出典：令和6年愛知県最低賃金審議会資料
（令和６年最低賃金に関する基礎調査について）

▶愛知県の輸送用機械器具製造業100人未満事業所で働く労働者の約80％が1,117円以上で雇用されている
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＜愛知県 2024年4月～6月中小企業景況調査＞

輸送用機器製造業 特定最低賃金引上げに対する考え方

▶愛知県内の輸送機器製造に関連する中小企業においては、
業況判断、売上及び採算の各D.Iで前期実績を上回っている

８

出典：愛知県「2024年4月～6月期 中小企業景況調査」



輸送用機器製造業 特定最低賃金引上げに対する考え方

▶価格転嫁の転嫁率（コスト全体）は46.1％となり、価格転嫁の裾野は更に広がりつつある

９

出典：中小企業庁「価格交渉促進月間（2024年3月）フォローアップ調査結果」



輸送用機器製造業 特定最低賃金引上げに対する考え方

▶自動車業界の価格転嫁は、原材料費・エネルギー費・労務費それぞれにおいて、転嫁率が向上している
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出典：中小企業庁「価格交渉促進月間（2024年3月）フォローアップ調査結果」


